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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２９年 ３月１４日開催分） 

  

平成２９年 ３月３１日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２９年 ３月１４日（火） 午前９時００分～９時０５分 

 

＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、 

今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、 

荒木理事、黄木理事、大橋理事 

森下監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）第１２７９回経営委員会付議事項について 

（２）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（３）国際放送番組審議会委員の委嘱について 

（４）特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の期

間延長について 
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２ 報告事項 

（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１２７９回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催される第１２７９回経営委員会に付議する事項について、審

議をお願いします。 

 付議事項は、議決事項として「中央放送番組審議会委員の委嘱につい

て」と「国際放送番組審議会委員の委嘱について」、報告事項として「地

方放送番組審議会委員の委嘱について」です。また、その他事項として

「訪問要員の不正事案に関する全国調査の実施について」です。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（２）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田専務理事） 

中央放送番組審議会委員の委嘱について、審議をお願いします。 

今井忠氏（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長）に、平成２９年４月

１日付で新規委嘱したいと思います。 

なお、北城恪太郎氏（日本アイ・ビー・エム株式会社相談役）は、任

期満了により、２９年３月３１日付で退任されます。 

本件が了承されれば、本日開催の第１２７９回経営委員会に諮ります。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の

経営委員会に諮ります。 

 

（３）国際放送番組審議会委員の委嘱について 

（荒木理事） 

国際放送番組審議会委員の委嘱について、審議をお願いします。 

河合祥一郎氏（東京大学大学院総合文化研究科教授）に平成２９年４
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月１日付で、佐藤可士和氏（クリエイティブディレクター、株式会社サ

ムライ代表取締役）に２９年５月１日付で、それぞれ新規委嘱したいと

思います。また、田中明彦氏（国際政治学者、東京大学東洋文化研究所

教授）は、本人の申し出により、任期途中の２９年３月３１日付で退任

されることとなりました。 

なお、梅若猶彦氏（能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部教授）は、

任期満了により２９年３月３１日付で退任されます。 

本件が了承されれば、本日開催の第１２７９回経営委員会に諮ります。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の

経営委員会に諮ります。 

 

（４）特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の期

間延長について 

（森永技師長） 

特定失踪者問題調査会（以下、「調査会」）が行う北朝鮮拉致被害者向

け短波送信「しおかぜ」のために、ＫＤＤＩが所有しＮＨＫが包括的使

用権を有する八俣送信所の送信設備等の使用を、調査会に認めてきまし

た。平成２９年度前期も引き続き使用を認めることとしたいので、審議

をお願いします。 

送信設備等を「しおかぜ」に使用させることについては、１９年３月

２６日から２９年３月２６日までの１０年にわたり、国際的に周波数の

変更が行われる毎年３月と１０月に、ＮＨＫ、ＫＤＤＩ、調査会の３者

の合意に基づき使用期間を延長することによって認めてきました。この

ほど調査会から、改めて送信設備等の使用期間を延長させてほしいとの

申し出がありました。ＮＨＫの業務に支障はなく、費用負担等も生じな

いことが確認されたことから、人道上の見地から可能な範囲での協力と

して、２９年１０月２９日まで、これまでと同様に使用を認めたいと思

います。 

万一、ＮＨＫの業務に支障があるときは、３者で締結した確認書に基

づき、ＮＨＫはいつでも「しおかぜ」の送信停止を求めることができま

す。これを担保するための覚書を、改めて３者で締結することとします。 
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（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田専務理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

九州沖縄地方で山口成美氏（有限会社シュシュ代表取締役）に、平成

２９年４月１日付で再委嘱します。 

本件は、本日開催の第１２７９回経営委員会に報告します。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２９年 ３月２８日 

会 長  上 田 良 一 


